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【○○病院の基本情報】 

 

医療機関名：平戸市立生月病院 

 

開設主体：平戸市 

 

所在地：平戸市生月町山田免2965番地 

 

 

許可病床数：60床 

（病床の種別） 一般 

 

（病床機能別） 急性期 

 

 

稼働病床数：60床 

（病床の種別） 一般 

 

（病床機能別） 急性期 

 

 

診療科目： 内科、外科、小児科、整形外科、リハビリテーション科 

 

 

職員数：47名 

 ・ 医師   ４名 

 ・ 看護職員 30名 

 ・ 専門職  ９名 

 ・ 事務職員 ４名 

 

  



3 

 

【１．現状と課題】 

 

①  構想区域の現状 

・区域の人口及び高齢化の推移 

平戸市の構想区域である佐世保県北二次医療圏においては、人口減少が続いており、今後 

も減少すると推測されています。併せて少子高齢化も進んでおり、65歳以上の人口が増加す 

る反面、65歳未満の人口は減少すると推測されています。 

・区域の病床数 

 高齢化が進むことで入院の受療率は上がるため、高齢者の増加に伴い医療需要は増加する 

と考えられ、地域医療構想によると、病床の医療需要はほぼ横ばいであるが、2035年をピー 

クに在宅医療等の需要が増加すると見込まれています。2025年の必要病床数を2015年の病床 

機能報告と比較すると、佐世保県北二次医療圏では1,475床が過剰となっており、病床機能別 

では、高度急性期、急性期及び慢性期が過剰に、回復期が不足すると予測されています。ま 

た、在宅医療等の医療需要も増加すると予測されています。 

・救急患者の受入体制 

  高次救急の医療機関は佐世保市にしかなく、脳外科や循環器治療が可能な施設が佐世保市

に限られるため、県北地域の患者の救急搬送に多大な時間を要しています。 

・区域の医師数 

  区域の人口10万人当たりの医師数は県平均より低く、県北地区においては県平均の半分程

度となっています。また、医師の高齢化も進んでいます。 

二次救急に対応する体制は整えられているものの、医師及び医療スタッフのマンパワー不

足による過度な負担がかかっています。 

在宅医療を行う「かかりつけ医」に対するサポート体制が不十分であり、医師不足及び医

師の高齢化に伴い満足な医療を提供できない状況にあります。また、介護施設においては、

満床状態が続いており、ショートステイ等のサービスが利用できないケースが続いています。 

 

各構想区域の将来推計人口の推移 

 
 

将来の医療需要（佐世保県北地域） 
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②  構想区域の課題 

・地域医療構想によると、佐世保県北二次医療圏の2025年の必要病床数は3,510床と推測さて 

おり、現在の病床と比べ、約30％、1,475病床が過剰となると見込まれています。機能別で

は、高度急性期が22床の過剰、急性期が1,335床の過剰、回復期か523床の不足、慢性期が

641床の過剰になると見込まれています。人口減少や少子高齢化が今後も進むことが考えら

れ、病床の削減や、急性期から回復期への転換、慢性期が過剰となることから療養病床の

患者の一部を在宅医療で対応することが必要になります。 

・在宅医療・介護が増加するため、医師や医療スタッフの確保及び育成に努め、訪問診療、 

訪問介護、訪問リハ等を充実し、福祉・介護施設との連携を強化し、地域包括ケアシステ 

ムの構築に取り組む必要があります。 

 ・佐世保市内の基幹病院は、高度急性期及び急性期の医療を担っていますが、それぞれの診 

療内容に一部重複がみられ、各病院の役割の整理が課題となっています。 

 ・脳卒中等専門的治療が必要な機能が佐世保市に限られており、県北地域の病院においては、 

高次救急医療機関との連携を継続することが必要です。 

・佐世保県北二次医療圏では医師が不足しており、中でも県北地区では深刻な医師不足の状 

態が続いています。現在は研修医の受入等による医師の確保が続けられていますが、医師 

の高齢化も進んでいることから、常勤医の確保につながる取組みが必要です。 

 

 

各構想区域の必要病床数の推移 
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③ 自施設の現状 

  当院は、一般病床60床の医療機関で、内科、外科、小児科、整形外科及びリハビリテーシ 

ョン科の５つの診療科目を有しています。「住民が安心して暮らせるまちづくりのため、患者 

中心の良質で安全な医療を提供する。」ことを基本理念とし、生月町において病床機能を有す 

る唯一の医療機関であり、救急告示病院として一次救急医療及び二次救急医療を担っていま 

す。また、訪問診療のほか、訪問介護、訪問リハの介護サービスを実施しています。更には 

特定健診や事業所健診など保健事業の推進を図り、医療・福祉・保健が一体となった地域医 

療を提供するとともに、福祉・介護施設との連携による地域包括ケアシステムの構築に取り 

組んでいます。 

 しかしながら、慢性的な医師不足に悩まされており、４人の常勤医師と非常勤医師や研修 

医合わせて医師必要数を確保している状況です。このようなことから、個々の医師への負担 

は大きく、宿日直業務など勤務環境面において厳しい状況にあります。また、現在の常勤医 

師はすべて内科医であり、専門性の偏在化も発生しているところです。 

 入院患者は、平成25年から医師が相次いで退職したこと等が影響し減少傾向にありますが、 

外来患者は、１日平均125人前後を維持している状況となっています。 

 生月病院の医療圏域である生月町においては、平成17年の住民登録人口7,510人が平成27年 

に5,917人と過去10年間で1,593人、21.2％減少しています。一方、65歳以上の高齢者人口は、 

平成17年の2,187人から平成27年には2,402人と過去10年間で215人、9.8％増加しており、少 

子高齢化が進んでいます。生月町では人口減少は進んでいくものの65歳以上の高齢者人口に 

ついては大きな増減はなく、平成37年頃までにかけては僅かな減少に留まると推測されてい 

ます。人口の推移から推測すると、地域医療構想による離島部の人口推移に近く、将来の医 

療需要についても離島部の推移に近い需要が考えられます。 

 

 
 

 

□生月病院　患者数等の推移

①入院

項　　目 H24 H25 H26 H27 H28

病床数 60 60 60 60 60

患者総数(人) 18,835 17,773 16,369 14,946 16,733

1日平均患者数(人) 51.6 48.7 44.8 40.8 45.8

病床稼働率 86.0 81.2 74.7 68.1 76.4

平均在院日数 22.3 22.1 22.0 22.5 22.9

②外来

項　　目 H24 H25 H26 H27 H28

患者総数(人) 31,555 30,372 31,648 31,321 29,758

1日平均患者数(人) 128.8 124.5 129.7 128.9 122.5

③救急医療

項　　目 H24 H25 H26 H27 H28

時間外救急患者取扱数 1,894 1,748 1,748 1,720 1,700

救急自動車受入件数 177 178 160 174 157

④人口の推移 ※住基人口　4/1現在

項　　目 H24 H25 H26 H27 H28

生月地区 6,393 6,223 6,056 5,917 5,750

平戸市 35,365 34,822 34,236 33,572 32,985
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④ 自施設の課題 

・救急医療体制 

 生月町において病床機能を有する唯一の医療機関であり、救急告示病院として一次救急医 

療及び二次救急医療を担っています。住民が地域で安全で安心な生活を営むためには現在の 

救急医療体制を継続しなければなりません。また、三次救急においては佐世保市の高次医療 

機関と連携を強化し適切な救急医療体制を継続する必要があります。 

・病床機能 

 生月町においては、人口は減少していくものの65歳以上人口は平成37年頃までは、わずか 

な減少に留まると見込まれているため、介護度が高い高齢者や認知症、誤嚥性肺炎、大腿骨 

骨折などの患者数は現在の水準が維持されるものと考えられます。 

  少子高齢化が進むことで、今後の医療需要を推測すると、回復期を担う病床への転換に取 

り組む必要があります。 

・地域包括ケアシステムの構築 

 生月病院では、現在保健サービスや健診事業のほか訪問診療や訪問介護など医療、保健、 

介護が一体となった事業に取り組んでいます。今後も訪問診療及び訪問介護の強化や訪問リ 

ハの充実に努め、退院後や在宅医療・介護の方の多様な選択肢の確保に努める必要がありま 

す。また、在宅医療・介護を強化するには、医師や医療スタッフの確保が前提になります。 

医師及び医療スタッフの確保及び育成に努め、福祉・介護施設との連携を強化し、地域包括 

ケアシステムの構築に努める必要があります。 
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【２．今後の方針】 ※ １．①～④を踏まえた、具体的な方針について記載 

 

①  地域において今後担うべき役割 

住民が地域で安全で安心な生活を営むためには現在の救急医療提供体制は継続しなければ 

なりません。急性期の機能を維持したうえで、地域の医療需要に対応するため、回復期を担

う病床への転換や在宅医療・介護の充実を図ります。現在取り組んでいる医療、保健、介護

が一体となった事業に加え、福祉・介護施設の連携を強化し地域包括ケアシステムの構築に

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  今後持つべき病床機能 

 現在の急性期病床については維持する必要がありますが、今後の医療需要のニーズに対応

し、回復期を担う病床への転換も検討します。また、長期入院患者等の退院後のケアを充実

するため、在宅医療・介護について強化する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  その他見直すべき点 

 病床利用率については年々減少傾向にあり、平成27年度においては70％を下回りましたが、 

平成28年度においては76.4％であり、平成29年度も70％を超える見込みです。今後人口減少

は続くと推測されますが、65歳以上人口については平成37年度頃までは僅かな減少に留まる

ことから、当面は入院患者については現在の水準を維持するものと考えられます。 

 平成37年度以降については65歳以上の人口は減少する見込みであるため、医療需要に応じ

て適切な病床規模を検討する必要があります。 
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【３．具体的な計画】 ※ ２．①～③を踏まえた具体的な計画について記載 

 

① ４機能ごとの病床のあり方について 

 

 ＜今後の方針＞ 

 現在 

（平成28年度病床機能報告） 

 将来 

（2025年度） 

高度急性期    

急性期 60  60 

回復期  →  

慢性期    

（合計）    

※当院は、開設後30年以上経過しており、2025年頃には建替えを検討しなければなりません。 

 医師の確保状況や医療需要を見据えながら病院、有床診療所、無床診療所等の検討を行なう 

こととしています。 

 

 ＜年次スケジュール＞ 

 取組内容 到達目標 （参考） 

関連施策等 

2017年度 

 

 

・医師確保 

 

 

 

 

 

 

 

常勤医４名 

 

 

 

 

 

2018年度 

 

 

・医師確保 

・地域包括ケア病床の 

導入検討 

 

 

 

 

 

常勤医５名 

 

 

 

 

 

2019～2020

年度 

 

・地域包括ケア病床の 

導入検討 

 

 

 

 

 

導入の可否決定  

2021～2023

年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第

７

次

医

療

計

画 

第７期 

介護保険 

事業計画 

２
年
間
程
度
で 

集
中
的
な
検
討
を
促
進 

第８期 

介護保険 

事業計画 
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② 診療科の見直しについて 

 検討の上、見直さない場合には、記載は不要とする。 

 

 ＜今後の方針＞ 

 現在 

（本プラン策定時点） 

 将来 

（2025年度） 

維持 

 

→ 

 

新設  → 

 

廃止 

 

→  

変更・統合 

 

→ 

 

 

 

③ その他の数値目標について 

 

医療提供に関する項目 

・ 病床稼働率：80％ 

・ 救急患者数：1,716件 

・ 訪問診療、訪問看護件数：1,166件 

・ リハビリ件数：7,560件 

経営に関する項目＊ 

・ 経常収支比率 103.3％ 

・ 医業収支比率：89.4％ 

 ・ 給与費の対医療収支比率：66.4％ 

 

＊地域医療介護総合確保基金を活用する可能性がある場合には、記載を必須とする。 

 

【４．その他】 

（自由記載） 

 

 当院は生月町唯一の病院であります。町外の近隣の病院とは30Kmほど離れており、町内住民

の安心で安全な生活を営むうえで救急告示病院としての役割は不可欠であります。今後の人口

の推移を考えると回復期の機能や在宅医療の需要も増えてくると予測され、ニーズに応じた医

療提供体制を進めていく必要があります。 

 当院は、常勤医４名と非常勤医及び研修医を合わせて医師必要数をなんとか満たしている状

況にあります。医師不足が慢性化しており、宿日直業務など医師の勤務環境においても厳しい

状況が続いています。また、医師の高齢化に加え専門性の偏在化も重なり、住民に満足な医療

を提供できない状況にあります。 

 医師の確保及び診療科目に適切な医師数を配置できれば、2025年度までは現在の規模で経営

的にも十分採算が取れるものと考えています。 


